
富山市教育委員会４月定例会 資料



富山市教育委員会告示第   号 

   富山市附属機関設置条例第２条第２項の規定による附属機関の設置

について 

 富山市附属機関設置条例（平成２７年富山市条例第１号）第２条第２項

の規定に基づき、次のとおり附属機関を設置するので、同条第３項の規定

により告示する。 

平成３１年４月  日 

                 富山市教育委員会 

                 教育長  宮  口  克  志 

名 称 所 掌 事 務 委 員 の 定 数 設 置 期 間 

富 山 市 教 科 用 図

書 採 択 協 議 会 

富 山 市 立 小 学 校 ・ 中

学 校 に お い て 使 用 す

る 教 科 用 図 書 の 採 択

に 関 す る 事 務 

１ １ 人 平 成 ３ １ 年 ４ 月

２ ２ 日 か ら 平 成

３ １ 年 ８ 月 ３ １

日 ま で 
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議案第１８号



議案第２０号 
富山市教育委員会告示第   号 

   富山市附属機関設置条例第２条第２項の規定による附属機関の設置

について 

 富山市附属機関設置条例（平成２７年富山市条例第１号）第２条第２項

の規定に基づき、次のとおり附属機関を設置するので、同条第３項の規定

により告示する。 

平成３１年４月  日 

                 富山市教育委員会 

                 教育長  宮  口  克  志 

名 称 所 掌 事 務 委 員 の 定 数 設 置 期 間 

薬 業 に 関 す る 社

会 科 副 読 本 作 成

業 務 委 託 受 託 候

補 者 選 考 委 員 会

薬 業 に 関 す る 社 会 科

副 読 本 作 成 業 務 委 託

受 託 候 補 者 の 選 考 に

関 す る 事 務 

６ 人 平 成 ３ １ 年 ４ 月

２ ３ 日 か ら 平 成

３ １ 年 ７ 月 ３ １

日 ま で 
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富山市教育委員会のメールサーバの不正中継について

【教育総務課】 

平成３１年４月８日（月）の午前２時３２分から午前１１時３０分までの間、

富山市教育委員会が管理するメールサーバが、外部から第三者に宛てたメール

を意図せずに中継していたことが判明したもの。 

１ 影 響 

   悪意のある第三者により、富山市教育委員会が管理するメールサーバが利

用され、不特定多数に対して、富山市教育委員会になりすました迷惑メール

が送信された。 

※（別紙説明図参照） 

また、午前１１時３０分から午後３時３０分の間、メールサーバを停止し

たため、教職員のメール送受信ができなかった。 

 ・メール送信件数 ７９１件 （宛先不明による未送信 １，００３件） 

・不正中継されたメールは、中国など複数国からのメールサーバから発信さ

れたと思われ、送信先は、Yahoo や Hotmail などのフリーアドレスで、海外

ドメインが多い。 

 ・メールは全文英文で、本文中にアダルトサイトへのリンクが貼られている。 

 ・本件による富山市からの情報漏洩はなし。 

 ・富山市教育委員会が管理するメールサーバへのウィルス感染などの被害も

なし。 

２ 原 因 

  このようなメールの中継は「オープンリレー（第三者転送）」と呼ばれ、

メールサーバの設定で防ぐことが可能だが、平成３０年度にメールサーバの

改修を行った際に、設計に漏れがあり、外部から第三者へのメールの転送を

許す設定になっていたため。 

３ 対 応 

・外部から第三者へのメール中継を行わないよう、メールサーバの設定を追

加し、再発防止を図った上で、午後３時３０分に復旧。 

・同日の午後７時３５分に富山市ホームページに注意喚起を掲載し、周知を

図る。 

・４月９日（火）市政記者へ情報提供を行う。 

・インターネットからアクセスされる可能性がある機器の設定状況について

再度点検を実施し、再発防止を図る。 
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報告事項８
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報告事項９
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『平成３１年度富山市学校教育指導方針』について 

【学校教育課】 

１ 作成の趣旨 

 (1) 各学校（園）が、今年度の富山市学校教育の方針や重点等の共通理解を図るた

めの指針とする。 

(2) 各学校（園）が、教育指導における課題や改善事項を共通理解し、各教科等の

指導における指針とする。 

(3) 学習指導の基礎・基本となる指導技術を共通理解する際の参考とする。 

２ 作成の観点

(1)  教育指導の重点事項 

 (2)  教育指導の中核となる１４項目 

    ①  「学校(園）経営」では、自他の命を大切にする指導の充実を図る。 

  ②   ｢学習指導｣において、「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れた問題解

決的な学習の過程を通して、思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業を充実する。 

  ③  「生徒指導」では、子どもの発するサインを見逃さないよう、日ごろから児童生

徒理解を着実に進め、問題行動の早期発見に努めるとともに、一人一人に応じた指

導方針を確立する。 

  ④ 「健康・安全に関する指導」においては、「食物アレルギー対応マニュアル」を活

用するとともに、家庭と連携し、個に応じたきめ細かな指導を行う。 

  ⑤ 「現職研修」では、教諭等の資質向上のための指標を活用して、教員一人一人が

キャリアステージを自覚し、資質向上に努める。 

(3)  各教科等の指導の課題と改善事項 

   ①  各教科や領域における指導に当たっては、言語活動や体験的な活動の充実を目指

し､関連資料を参考に具体的な活動をイメージし、日々の学習の指導計画を立てる。 

  ② 道徳科では、道徳的な課題を一人一人の子どもが自分自身の問題としてとらえて、

道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 

(4)  今日的な課題への対応 

①  「業務の適正化」、小学校における「プログラミング教育」、「教職員の資質・能力

の向上」等、今日的な課題への対応について全教職員で共通理解し、実践に努める。 

② 「幼・小・中学校の連携」では、中学校区における連携を推進し、発達の段階に

応じた効果的な指導を行い、子どもの連続的な学びと成長を保障する。 

(5)  参考資料 

   「富山市教育振興基本計画」を基に、本市教育の一層の充実を図る。 

１ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得  

２ 習得した知識・技能を活用した、思考力・判断力・表現力等の育成  

３ 学習の基盤を形成している言語に関する能力の育成  

４ 「確かな学力」の定着を図る規律ある学習態度の育成  

22

報告事項１１
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その他６
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その他７


